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日本の公共交通機関の運賃は規制緩和以前には国の認可制であり，現在は上限認可の範囲内での届出制

がとられている．ただしその例外として，2006 年の道路運送法改正以降，乗合バスについて地域公共交通

会議での協議に基づく運賃（協議運賃）の仕組みが導入され，上限認可にとらわれない運賃設定が可能と

なっている．その効用と問題点を，運賃設定の考え方や議論の進め方の観点から整理する．さらに，

MaaS，サブスクリプション，ダイナミックプライシングといった運賃設定柔軟化のニーズや，ローカル

鉄道において協議運賃制度導入が見込まれることも踏まえ，利用者増加・収入確保を通じて地域公共交通

サービスを持続可能とするための活用策について考察する． 
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1. はじめに 

 

日本の地域公共交通（鉄軌道・乗合バス・タクシー・

定期船）の運賃設定は，2000 年代初頭に国による地域

単位での認可制（同一地域だと事業者ごとにまちまちな

運賃を設定できず，認可運賃変更にあたっては必ず国の

審査を要する）から上限認可制（認可された上限を越え

なければ原則自由に届出でき，同一地域でもまちまちな

運賃を設定できる）に移行した．ただし，運賃設定の考

え方として総括原価方式（運送原価と適正利潤を償える

ように運賃を設定）を用いることは不変であり，上限運

賃変更においてはその根拠を明らかにするために多大な

時間と労力を要している． 

一方で，地方部の多くにおいて利用者の減少（つまり

収入の減少）が止まらないことから，総括原価方式に従

えば運賃を上げることになるが，それがさらなる利用者

の減少を招くことが懸念され，1990 年代以降は運賃値

上げがほとんど行われなくなった．さらに地方部では公

共交通事業が赤字体質となり，地方公共団体や国による

補助が一般化したため，結果的に総括原価方式が建て前

のようになってしまった．ところが，それに代わる新た

な運賃設定の考え方が整理できていない現状がある． 

さらにコロナ禍による利用者急減や，密を緩和する必

要性に応えるため，経営改善を意図した運賃値上げが急

がれるようになるとともに，混雑状況等に応じた変動課

金（ダイナミックプライシング）の導入が検討されるよ

うになっている． 

本稿では，総括原価方式では適正な運賃が設定できな

い公共交通，具体的には市町村等が運営する乗合バス

（いわゆるコミュニティバス）やオンデマンド乗合交通

などの運賃設定において一般的となっている「協議運

賃」のしくみについて概説するとともに，その課題や解

決の方向性について論じる． 

 

 

2. 地域公共交通会議による運賃協議の制度 

 

協議運賃とは，乗合バス（一般乗合旅客自動車運送事

業．オンデマンド乗合交通も含まれる）の運賃設定に関

して活用できるしくみである．2006 年の道路運送法改

正によって新設された． 

それに先立つ 1995 年に運行開始した武蔵野市ムーバ

スでは，地方公共団体が事業主体となり，運行をバス事

業者（緑ナンバー）に委託する方式を採用した．地方公

共団体の補助によって運賃やサービス水準を変化させる

ことができ，それによって，運賃収入だけでは赤字とな

るため実現不可能だが地域が望む公共交通サービスと運

賃水準を実現するスキームを確立した． 
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ムーバスは通常の乗合バス（道路運送法の根拠条文か

ら 4条バスと呼ばれる）として認可申請され，ワンコイ

ン（100 円）運賃が希望されたため，認可制の中でこれ

を認めるまでには紆余曲折があった．そこで以降のコミ

ュニティバスでは，貸切バスを地方公共団体が借りて乗

合バスと同様の営業運行を行い，地方公共団体が運送経

費と運賃収入との差額を貸切運賃として補填する方式

（通称 21 条バス）が広く用いられた．また，委託する

バス・タクシー事業者が存在しない地域では，地方公共

団体が自らの自家用自動車（白ナンバー）を用いて，利

用者から運賃を徴収して運行する方式（自家用有償運送，

通称 80 条バス）が活用された．ただしこれらの方式で

は公に運賃水準を協議する場を持たないで決定できてし

まうことや，地方公共団体以外の非営利組織が 21 条バ

スや 80 条バスの事業主体となるのが困難であるという

問題点があった． 

2006 年の道路運送法改正によって，21 条バスや 80 条

バスについては，関係者の協議が調えば一般乗合バス

（4 条バス）や自家用有償運送（79 条バス）として認め

るという新しい制度ができた．ここで協議を行う組織と

して，前者については地域公共交通会議，後者について

は自家用有償運送運営協議会が規定され，いずれも市町

村が主宰することとされた．その後の法改正によって後

者についても地域公共交通会議での協議が可能となった．

つまり，地域公共交通会議で協議が調うことで，市町村

が地域公共交通として認めたことになると考えればよい 

地域公共交通会議の根拠は，道路運送法第九条第四項

である．その記述を示す． 

「一般乗合旅客自動車運送事業者が，地域における需

要に応じ当該地域の住民の生活に必要な旅客輸送の確保

その他の旅客の利便の増進を図るために乗合旅客の運送

を行う場合において，国土交通省令で定めるところによ

り，当該運送に係る運賃等について地方公共団体，一般

乗合旅客自動車運送事業者，住民その他の国土交通省令

で定める関係者間の協議が調つたときは，当該一般乗合

旅客自動車運送事業者は，第一項及び前項の規定にかか

わらず，あらかじめ，その旨を国土交通大臣に届け出る

ことをもつて足りる。これを変更しようとするときも同

様とする。」 

これを受けて，道路運送法施行規則第九条の二では，

「法第九条第四項の協議が調つたときとは，同項の届出

に係る運賃等について地域公共交通会議（地域住民の生

活に必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を

図るために必要な一般旅客自動車運送事業及び自家用有

償旅客運送に関する協議を行うために一又は複数の市町

村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）又は都道府県

知事が主宰する会議をいう。以下同じ。）又は協議会に

おいて協議が調つているときとする。」として，地域公

共交通会議の定義を行っている．なお，「運賃等」は，

道路運送法第九条第一項で「旅客の運賃及び料金」と定

義している．すなわち，地域公共交通会議は運賃・料金

「のみ」を決定する組織であると道路運送法では言って

いることになる． 

通常，地域公共交通会議では運賃等だけでなく，経

路・停留所やダイヤ，車両等（サービス水準を規定する

基本コンテンツ）を協議している．これらについては,，

2002 年の道路運送法改正によって需給調整規制が廃止

されたことで，地域公共交通会議がなくとも自由に変更

できる．ただし地域公共交通会議で協議が調うと，実施

までの標準処理期間が短縮されるなどのメリットがある．

一方，運賃等については国の上限認可制が維持されてお

り，地域公共交通会議を経ることで初めて自由な設定が

可能となる．これが「協議運賃」である． 

特に，上限運賃を越える設定は通常では不可能であり，

国の上限運賃変更認可を得る必要があるが，地域公共交

通会議を経ると国への届出だけでよいことになる．これ

は，公共料金の一種として上限認可制となっている乗合

バス運賃を地方公共団体主導で変更（上限越えも可能）

できるようにしたものである．ゆえに，地域公共交通会

議において運賃決定は最も重要な協議事項である．利用

者が減少して運行経費の負担が難しくなった場合に，運

賃を上げるか補助を増やすかのいずれかを選択すること

ができるが，運賃改定の手続きは事業者にとって大きな

負担となるが，例えば複数市町村にまたがる運行エリア

のうち１つの市町村が運賃を下げるために補助を増やす

場合はもとより，運賃を上げて対応する場合も地域公共

交通会議で対応可能であり，手続きも簡素化する． 

また，地域公共交通会議はすべての一般乗合旅客運送

事業（高速バスを除く）に適用可能である．このため，

コミュニティバス・オンデマンド乗合交通のみならず従

来の一般路線バスにも適用可能である. また，MaaS，サ

ブスクリプション，ダイナミックプライシングといった

運賃設定柔軟化のニーズを満たすことも容易になる 

一方，自家用有償運送については「必要性」「運送の

対象」「運送の対価（運賃）」が法定の協議事項であり，

やはり運賃が重要な協議事項と位置付けられる． 

 

 

3. 協議運賃決定に至るまでに検討すべき事項 

 

地域公共交通会議の制度によって地方公共団体が乗合

バス運賃を決定できるようになったのは，国から地方公

共団体への極めて大きな権限移譲であり，地方公共団体

がそれを活かさない手はないはずである． 

第 66 回土木計画学研究発表会・講演集



 

3 
 

ただしこれは制度上のことであって，地域公共交通会

議によってどのように運賃を決定するかについては規定

されていない（地方公共団体にゆだねられている）ため，

その方法を明らかにすることが必要である． 

実際の地域公共交通会議において，協議対象の大半は，

地方公共団体が事業主体となるコミュニティバスやオン

デマンド乗合交通である．よくある協議のパターンは，

運行経費と運行区域，そして運賃が先に決まっていて，

その後に基本コンテンツをつめていくというパターンで

ある．これだと，必要なサービス水準を実現するという

ことに至らず，運賃が安いのに利用者が少なく満足度も

低いものができてしまうおそれがある． 

このような結果にならないよう，協議運賃の決定に際

してどのような検討が必要かを簡潔に整理する． 

従来の総括原価方式は，経費＋適正利潤を償えるよう

に運賃設定することから，基本的には事業者に過大な利

潤や赤字を与えないことを意図している．しかしこの場

合，公共交通が利用者以外に及ぼす外部効果を全く考慮

していない．また，利用者負担の軽減によって利用を喚

起することも考慮できない． 

外部効果確保や利用者負担軽減によって地域へ好影響

をもたらすために，欠損に対して補助を行うことで事業

性を担保する．この時，運賃水準と補助水準をどうする

かを検討する必要がある．これらは，外部効果の発生度

合や，運賃軽減による利用者増大効果（すなわち需要曲

線）を見積もることで適切に検討できることになる． 

よって，関係者が参画して協議する地域公共交通会議

において乗合バスの運賃を決定するためには，以下の点

に留意すべきである． 

まず，地域公共交通計画の内容に基づいて，対象とす

る公共交通サービスの必要性を検討し，期待されるサー

ビス水準を実現するために必要となる運行方式を見いだ

す．前述のように，これらは地域公共交通会議での協議

は必須ではない．だからといって協議する必要がないと

考えてはならない．むしろ，適切な運賃設定を実現する

ためにこれらの事項を含めて積極的に議論すべきである． 

公共交通サービス水準を高めるために基本コンテンツ

を充実すれば運賃収入は増加するが，経費も増加する．

経費から収入を引いた額が赤字額＝補助必要額になる．

そこで，サービス水準とそれによる社会的効果（利用者

増加による直接的な便益だけでなく，社会全体におよぼ

す外部効果も含める）を確保するために必要となる運賃

収入と補助の程度，あるいは運賃収入を運行経費で除し

た収支率という形で明示し，それらが妥当な水準となる

ように運賃水準や基本コンテンツを逐次見直しながら，

関係者間の協議の中で妥当な値を見いだしていくことが

適切である．なお，運行経費（収支率）または補助額を

考慮せずに運賃水準を検討すると，利用者の妥当な負担

割合について議論することができない．また，補助額を

検討する場合には，市町村，都道府県，国（補助／特別

交付税），その他の各区分を考えることも必要である．

地域公共交通会議を開催する市町村としては，国や都道

府県の補助は収入ととらえることが一般的であろうが，

社会的にはいずれも利用者以外からの補助となる．した

がって，いかなる補助も収入としてとらえずに収支率の

値で考えることも重要である． 

一方，利用者数や運賃収入（あるいは収支率）の予測

はなかなか当たらない．これらについてはむしろ，目標

値を挙げてそれをどう実現するかというバックキャスト

型の検討が有効である．地域公共交通の活性化及び再生

に関する法律第五条第四項では，地域公共交通計画につ

いて「地域旅客運送サービスについての利用者の数及び

収支その他の国土交通省令で定める定量的な目標を定め

るよう努めるものとする．」と規定している．２項目が

例示されているが，これらに限らず計画で設定した目標

を達成するために何が必要かを考えることも地域公共交

通会議として重要であり，その中に運賃水準の妥当性検

討も含まれてくる． 

 

 

4. おわりに 

 

 本稿では，地域の関係者の協議によって公共交通の運

賃を決める協議運賃のしくみについて，その具体的な運

用方法を検討した．従来の総括原価方式は計算によって

導出されるものである一方，協議運賃はそのような計算

式はない．そこで，協議にあたってメンバーに提示する

情報として，運賃水準案のみならず，サービス水準やそ

の確保に必要な経費を示し，これらのバランスを考えた

上で運賃（および補助）の設定の妥当性を高めることの

重要性を示した． 

2022年 7月に提言書を提出した国土交通省「鉄道事業

者と地域の協働による地域モビリティの刷新に関する検

討会」では，ローカル鉄道についても協議運賃の制度を

新設することを提言している．特に JR 各社が運営して

きたローカル鉄道線は，他線区特に大都市圏や新幹線と

いった高収益路線の黒字から回っているために線区単体

としての収支や利用状況が判然とせず，定量的に状況を

検討し対策を立案・推進することができていなかった．

よって，本稿で示した運賃決定の要点を十分認識した上

で，鉄道であることの必然性や維持のための経費，必要

な運賃や補助の水準を地域の関係者が責任を持って決め

ていくことが重要である． 

(2022. 9. ?? 受付) 
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